
ヘリコプター離着陸時のご協力のお願い

離着陸場を使用する際には、原則としまして施設や担当者へ連絡
をして許可を得る必要があります。一刻を争う事態ですので、容
易に連絡がつき、許可を得ることができる体制を構築願います。

なお、土日祝日、休館日、年末年始をはじめとする長期休日の際
に、担当者や連絡先が変わる場合でも、常時連絡がつくようにし
てください。また、連絡先の変更や使用ができない場合、不明な
点がありましたら最寄りの消防署へ連絡してください。

災害が発生し、病人やケガ人の緊急措置が必要と判断された場合、
ドクターヘリや防災ヘリが現場へ要請されることがあります。

人命を救うために必要不可欠ですので、ご理解とご協力をよろし
くお願いいたします。

～ ヘリコプター離着陸時の注意点 ～

・原則として、消防で安全の管理や広報の活動を行います。
・非常に大きな音、強風、砂ほこりが舞い上がるために、付近に
いる方は避難してください。

・着陸後には救急処置等が行われますので近寄らないでください。

古河消防署 0280-47-0119
下妻消防署 0296-43-1552
坂東消防署 0297-35-2129
消防救助課 0280-47-0135
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